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              平成２８年度第１回高松市コンパクト・エコシティ推進懇談会    
平成２８年８月２９日 

 
 

高松市市民政策局 
コンパクト・エコシティ推進部 

まちづくり企画課 
 



（１）地方都市の現状と課題 

資料：国土交通省 
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（２）政策の方向性（立地適正化計画によるまちづくりのイメージ） 

資料：国土交通省 



（２）政策の方向性（コンパクトシティ・プラス・ネットワークに向けた制度） 
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（３）立地適正化計画に記載すべき事項 

立地適正化計画の「区域」 

まちづくりの理念や目標、目指すべき都市像等、立地の適正化に関する「基本的な方針」 

居住誘導区域（居住を誘導し人口密度を維持するエリアを設定） 

都市機能誘導区域と誘導施設（生活サービスを誘導するエリアとエリア毎に「誘導施設」
を設定） 

公共交通等に関する事項 

その他必要な事項 

（４）立地適正化計画の策定手続き 
多様な関係者から構成される協議会の活用 

公聴会、都市計画審議会の手続 

 
資料：国土交通省 

用 途 地 域 



（５）計画策定により活用できる制度（都市機能立地支援事業） 
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（６）計画策定後に必要となる制度（居住誘導地域外での行為に係る届出・勧告） 
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（７）計画策定後に必要となる制度（都市機能誘導地域外での行為に係る届出・勧告） 
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（８）届出・勧告制度の詳細について（居住誘導区域・都市機能誘導区域） 

■届出の時期 
〇開発行為等に着手する３０日前までに届出を行うこととされている。 

 

■届出の対応 
〇居住誘導区域 ⇒ 届出をした者に対して、必要な場合は当該区域内における居住の誘導のため 
  の施策に関する情報提供等を行うことが考えられる。 
〇都市機能誘導区域 ⇒ 届出をした者に対して、税財政、金融上の支援措置など当該区域内に 
  おける誘導施設の立地誘導のための施策に関する情報提供等を行うことが考えられる。 

 

■届出内容どおりの開発行為等が行われた場合、何らかの支障が生じると判断
した場合 
〇開発行為等の規模を縮小するよう調整 
〇誘導区域内おいて行うよう調整 
〇開発行為等を中止するよう調整         等 

不調 

〇届出をした者に対して 
・開発規模の縮小 
・区域内への立地    等 
 
 勧告基準 

勧告 

〇必要な場合には、 
・居住誘導区域⇒居住誘導区域
内の土地の取得について 
・都市機能誘導区域⇒都市機能

誘導区域内の公有地の提供や土
地の取得について 

あっせん等を行うよう努めなけれ
ばならない。 
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（９）コンパクトシティによくある誤解 


